
関

税

定

率

法

施

行

規

則

及

び

関

税

暫

定

措

置

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

（

案

）

新

旧

対

照

条

文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

関
税
定
率
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
十
六
号
）

関
税
定
率
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
十
六
号
）

（
戻
し
税
に
係
る
輸
出
貨
物
の
指
定
）

（
も
ど
し
税
に
係
る
輸
出
物
品
の
指
定
）

第
十
条

令
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
貨
物
は
、
次
に
掲
げ
る
貨
物

第
十
条

令
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
の
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
物
品

と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
物
品
と
す
る
。

一
～
八

（
省

略
）

一
～
八

同

上

（
貨
物
製
造
報
告
書
等
の
記
載
事
項
等
）

（
貨
物
製
造
報
告
書
等
の
記
載
事
項
等
）

第
十
一
条

令
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
（
戻
し
税
に
係
る
原
料
品
を
使
用
し
て
製
造
し
た
貨
物

第
十
一
条

令
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
（
戻
し
税
に
係
る
令
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
の
貨
物

の
輸
出
の
手
続
）
に
掲
げ
る
貨
物
製
造
報
告
書
又
は
貨
物
製
造
証
明
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

の
輸
出
の
手
続
）
に
掲
げ
る
貨
物
製
造
報
告
書
又
は
貨
物
製
造
証
明
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

令
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
貨
物
の
品
名
及
び
数
量

一

当
該
輸
出
貨
物
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
令
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
中
の
当
該
品
名
の

号
の
番
数

二

当
該
貨
物
の
製
造
に
使
用
し
た
原
料
品
の
う
ち
関
税
の
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

二

当
該
輸
出
貨
物
の
製
造
に
使
用
し
た
原
料
品
の
う
ち
関
税
の
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で

も
の
の
品
名
及
び
数
量

き
る
も
の
の
品
名
及
び
数
量

三

当
該
貨
物
を
製
造
工
場
か
ら
移
出
し
た
年
月
日

三

当
該
輸
出
貨
物
を
製
造
工
場
か
ら
移
出
し
た
年
月
日

四

当
該
貨
物
を
製
造
し
た
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

四

当
該
輸
出
貨
物
を
製
造
し
た
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

（
一
月
ご
と
に
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

（
一
月
ご
と
に
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
十
二
条

令
第
五
十
三
条
の
三
第
一
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
に
係
る
戻
し
税
の
手
続

第
十
二
条

令
第
五
十
三
条
の
三
第
一
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
に
係
る
戻
し
税
の
手
続

）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
令
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貨
物
を
輸

）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
令
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

出
し
、
か
つ
、
令
第
五
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
税
関
長
に
対
し
て
一
月
ご
と
に
関
税

輸
出
貨
物
を
輸
出
し
、
か
つ
、
同
項
に
規
定
す
る
税
関
長
に
対
し
て
一
月
ご
と
に
関
税
の
払
戻

の
払
戻
し
を
受
け
る
旨
の
申
請
を
し
た
場
合
と
す
る
。

し
を
受
け
る
旨
の
申
請
を
し
た
場
合
と
す
る
。

－１－



（
払
戻
し
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
払
戻
し
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
十
三
条

令
第
五
十
三
条
の
三
第
二
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
に
係
る
戻
し
税
の
申
請

第
十
三
条

令
第
五
十
三
条
の
三
第
二
項
（
令
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
の
貨
物
に
係
る
戻
し
税

書
の
添
付
書
類
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
令
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定

の
申
請
書
の
添
付
書
類
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
令
第
五
十
二
条
第
一
項

す
る
貨
物
に
係
る
場
合
に
添
付
す
る
も
の
と
し
、
当
該
書
類
は
、
当
該
貨
物
の
製
造
に
使
用
し

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
輸
出
貨
物
に
係
る
場
合
に
添
付
す
る
も
の
と
し
、
当
該
書
類
は
、
当
該

た
原
料
品
の
う
ち
関
税
の
払
戻
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
原
料
品
の
輸
入
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に

輸
出
貨
物
の
製
造
に
使
用
し
た
原
料
品
の
う
ち
関
税
の
払
戻
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
原
料
品
の

代
わ
る
当
該
原
料
品
の
輸
入
地
の
税
関
の
証
明
書
と
す
る
。

輸
入
の
許
可
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
当
該
原
料
品
の
輸
入
地
の
税
関
の
証
明
書
と
す
る
。

（
貨
物
製
造
報
告
書
等
の
記
載
事
項
等
に
つ
い
て
の
規
定
等
の
準
用
）

（
貨
物
製
造
報
告
書
等
の
記
載
事
項
等
に
つ
い
て
の
規
定
等
の
準
用
）

第
十
四
条

第
十
一
条
の
規
定
は
、
令
第
五
十
三
条
の
四
第
一
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品

第
十
四
条

第
十
一
条
の
規
定
は
、
令
第
五
十
三
条
の
四
第
一
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品

に
係
る
減
額
の
手
続
）
に
規
定
す
る
貨
物
製
造
報
告
書
及
び
貨
物
製
造
証
明
書
の
記
載
事
項
に

に
係
る
減
額
の
手
続
）
に
規
定
す
る
貨
物
製
造
報
告
書
及
び
貨
物
製
造
証
明
書
の
記
載
事
項
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
号
中
「
令
第
五
十
二
条
第
一
項
」

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
号
中
「
令
第
五
十
二
条
第
一
項
」
と
あ

と
あ
る
の
は
、
「
令
第
五
十
三
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
十
二
条
第
一
項
」

る
の
は
、
「
令
第
五
十
三
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
十
二
条
第
一
項
」
と
読

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

（
省

略
）

２

同

上

第
十
五
条

第
十
一
条
の
規
定
は
、
令
第
五
十
四
条
第
一
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
に
係

第
十
五
条

第
十
一
条
の
規
定
は
、
令
第
五
十
四
条
第
一
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
に
係

る
控
除
の
手
続
）
に
規
定
す
る
貨
物
製
造
報
告
書
及
び
貨
物
製
造
証
明
書
の
記
載
事
項
に
つ
い

る
控
除
の
手
続
）
に
規
定
す
る
貨
物
製
造
報
告
書
及
び
貨
物
製
造
証
明
書
の
記
載
事
項
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
号
中
「
令
第
五
十
二
条
第
一
項
」
と
あ

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
号
中
「
令
第
五
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

る
の
は
、
「
令
第
五
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
十
二
条
第
一
項
」
と
読
み
替

は
、
「
令
第
五
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
十
二
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る

え
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

２

（
省

略
）

２

同

上

－２－



関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）

（
本
邦
で
製
作
が
困
難
な
素
材
の
指
定
）

（
本
邦
で
製
作
が
困
難
な
航
空
機
等
の
素
材
の
指
定
）

第
一
条
の
四

令
第
七
条
第
三
号
又
は
第
五
号
（
免
税
の
対
象
と
な
る
素
材
の
指
定
）
に
規
定
す

第
一
条
の
四

令
第
七
条
第
三
号
（
航
空
機
等
の
素
材
の
指
定
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め

る
財
務
省
令
で
定
め
る
物
品
は
、
航
空
機
及
び
こ
れ
に
使
用
す
る
部
分
品
又
は
宇
宙
開
発
の
用

る
物
品
は
、
航
空
機
及
び
こ
れ
に
使
用
す
る
部
分
品
の
製
作
に
使
用
す
る
金
属
素
材
又
は
合
成

に
供
す
る
物
品
の
製
作
に
使
用
す
る
金
属
素
材
又
は
合
成
樹
脂
素
材
（
合
成
樹
脂
を
含
有
し
た

樹
脂
素
材
（
合
成
樹
脂
を
含
有
し
た
素
材
を
含
む
。
）
で
本
邦
に
お
い
て
製
作
す
る
こ
と
が
困

素
材
を
含
む
。
）
で
本
邦
に
お
い
て
製
作
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
税
関
長
が

難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
税
関
長
が
そ
の
定
め
る
期
間
に
つ
き
確
認
し
た
物
品
と
す
る
。

そ
の
定
め
る
期
間
に
つ
き
確
認
し
た
物
品
と
す
る
。

（
本
邦
で
製
作
が
困
難
な
素
材
に
つ
い
て
の
確
認
の
申
請
手
続
）

（
本
邦
で
製
作
が
困
難
な
航
空
機
等
の
素
材
に
つ
い
て
の
確
認
の
申
請
手
続
）

第
二
条

前
条
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
物
品
の
製
造

第
二
条

前
条
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
物
品
の
製
造

者
、
製
造
地
、
品
名
、
型
式
、
性
能
、
数
量
、
価
格
、
用
途
及
び
使
用
の
場
所
、
そ
の
輸
入
の

者
、
製
造
地
、
品
名
、
型
式
、
性
能
、
数
量
、
価
格
、
用
途
及
び
使
用
の
場
所
、
そ
の
輸
入
の

目
的
、
予
定
時
期
及
び
予
定
地
並
び
に
当
該
物
品
が
本
邦
に
お
い
て
製
作
す
る
こ
と
が
困
難
で

目
的
、
予
定
時
期
及
び
予
定
地
並
び
に
当
該
物
品
が
本
邦
に
お
い
て
製
作
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
こ
と
の
事
由
及
び
そ
の
同
種
品
又
は
類
似
品
に
つ
い
て
同
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
既
に

あ
る
こ
と
の
事
由
及
び
そ
の
同
種
品
又
は
類
似
品
に
つ
い
て
同
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
既
に

受
け
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提

受
け
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
輸
入
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
確
認
を
受
け
た
本
邦
で
製
作
が
困
難
な
素
材
の
免
税
の
手
続
）

（
確
認
を
受
け
た
航
空
機
等
の
素
材
の
免
税
の
手
続
）

第
三
条

第
一
条
の
四
に
規
定
す
る
確
認
を
受
け
た
物
品
に
つ
い
て
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三

第
三
条

第
一
条
の
四
に
規
定
す
る
確
認
を
受
け
た
物
品
に
つ
い
て
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三

十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
（
航
空
機
部
分
品
等
の
免
税
）

十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
（
航
空
機
の
部
分
品
等
の
免
税

の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
令
第
八
条
（
航
空
機
部
分
品
等
の
免

）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
令
第
八
条
（
航
空
機
の
部
分
品
等

税
手
続
）
に
定
め
る
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
確
認
を
証
す
る
書
類
を
税
関
に
提
示

の
免
税
手
続
）
に
定
め
る
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
確
認
を
証
す
る
書
類
を
税
関
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
本
邦
で
製
作
が
困
難
な
宇
宙
開
発
用
物
品
等
の
素
材
の
指
定
）

第
四
条
及
び
第
五
条

削
除

第
四
条

令
第
十
一
条
第
二
号
（
宇
宙
開
発
用
物
品
等
の
素
材
の
指
定
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令

で
定
め
る
物
品
は
、
宇
宙
開
発
の
用
に
供
す
る
物
品
の
製
作
に
使
用
す
る
金
属
素
材
又
は
合
成

－３－



樹
脂
素
材
（
合
成
樹
脂
を
含
有
し
た
素
材
を
含
む
。
）
で
本
邦
に
お
い
て
製
作
す
る
こ
と
が
困

難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
税
関
長
が
そ
の
定
め
る
期
間
に
つ
き
確
認
し
た
物
品
と
す
る
。

（
確
認
の
申
請
手
続
及
び
免
税
手
続
の
規
定
の
宇
宙
開
発
用
物
品
等
の
素
材
に
対
す
る
準
用
）

第
五
条

第
二
条
の
規
定
は
、
前
条
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
三
条
の
規
定

は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
物
品
に
つ
い
て
法
第
五
条
（
宇
宙
開
発
用
物
品
等
の

免
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
中
「
令
第
八
条
（
航
空
機
の
部
分
品
等
の
免
税
手
続
）
」
と

あ
る
の
は
、
「
令
第
十
二
条
（
免
税
手
続
及
び
帳
簿
等
の
備
付
け
等
の
規
定
の
準
用
）
に
お
い

て
準
用
す
る
令
第
八
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

－４－


